
 
那須塩原市歯及び口腔の健康づくり推進条例の骨子（案） 

 

 第１条 目的 

     ☞この条例は、歯及び口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、市、

市民及び歯科医師等の役割を明らかにするとともに、生涯を通じた

総合的かつ計画的な推進を図り、もって市民の健康の保持及び増進

に寄与することを目的とする。 

 

 第２条 定義 

（略） 

 

 第３条 基本理念 

     ☞歯及び口腔の健康づくりは、生涯にわたる心身の健康の保持及び

増進に欠くことのできないものであって、脳血管疾患、虚血性心疾患、

糖尿病その他生活習慣病の予防に資することに鑑み、市民の日常生

活における自主的な取組を促すとともに、保健、医療、福祉、教育、

食育その他関連する施策との連携を図りながら推進しなければなら

ない。 

 

 第４条 市の役割 

     ☞市は、前条に定める基本理念に基づき、歯及び口腔の健康づくりに

関する施策を実施するものとする。 

 

 第５条 市民の役割 

     ☞市民は、歯及び口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深める

よう努めるものとする。 



     ☞市民は、日常生活における適切な口腔清掃により歯科疾患を予防

するとともに、歯科検診、歯科医療及び保健指導を定期的に受けるこ

とにより、歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとす

る。 

 

 第６条 歯科医師等の役割 

     ☞歯科医師等は、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供する

とともに、市が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策に協

力するよう努めるものとする。 

 

 第７条 施策の実施 

  ☞市は、第４条の規定により、次の施策を実施するものとする。 

  ①歯及び口腔の健康づくりに関する情報を収集し、市民に広く周知

すること 

  ②乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じ、歯科疾患の予

防並びに口腔機能の維持及び向上のための取組を行うこと 

  ③前２号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりに関し、市長

が必要と認めたこと 

 

 第８条 基本計画 

  ☞市長は、前条の施策を総合的に実施するための計画（以下「基本計

画」という。）を定めるものとする。ただし、基本計画は、健康増進

法第８条第２項の市町村健康増進計画をもって代えることができる。 

   


